
療育医療の給付に要する費用の徴収実施要領 

 

第１  徴収月額の決定 

   児童福祉法第２０条の規定による療育の給付に要する費用につき，児童福祉法施行細則（平成８年新

潟市規則第８号）第１７条の規定により本人又は扶養義務者から徴収する額は，第３に規定する世帯階

層区分に応じて月額によって決定するものとし，その徴収月額は，別表に定める徴収基準月額（以下「徴

収基準月額」という。）とする。ただし，その額は，当該児童の措置に要した費用につき，市長の支弁

額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成

１０年法律第１１４号）による負担額を差し引いた額を超えてはならない。 

 

第２  徴収月額の決定の特例 

  １  第３の４の(2)に規定するＡ階層以外の階層に属する世帯において２人以上の児童が，同時に別表  

の「徴収基準額表」の適用を受ける場合は，その月の徴収基準月額による算定額の最も多額な児童以 

  外の児童については，同表に定める加算基準月額によりそれぞれ算定するものとする。この場合にお 

  いて，１０円未満の端数を生じたときは，切り捨てるものとする。 

 ２  入院期間が１か月未満のものについては，徴収基準月額又は加算基準月額につき，次式のとおり日

割計算によって決定する。この場合において，１０円未満の端数を生じたときは，切り捨てるものと

する。 

 

徴収（加算）基準月額   × 
その月の入院期間 

（１０円未満切捨て） 
その月の実日数 

 
  

 ３  児童に民法第８７７条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは，徴収月額の決定は行わない

ものとする。ただし，児童本人に所得税又は市町村民税が課せられている場合は，本人につきこの実

施要領に定める扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 

 

第３  世帯階層区分の認定 

  １ 認定の原則 

   世帯階層区分の認定は，当該児童の属する世帯の構成員及びこれ以外の者で現に児童を扶養してい  

る者のうち，当該児童の扶養義務者のすべてについて，その所得税の課税の有無等により行うものと  

する。 

   

２  認定の基礎となる用語の定義  

  (1)  「児童の属する世帯」とは，当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位をいい，夫婦と児童 



  が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと，父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居して 

  いる場合，病気治療のため一時病院に入院している場合，父の職場の都合上他の土地で下宿し，時 

々帰宅することを例としている場合などは，その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 

  (2)  「扶養義務者」とは，民法第８７７条に規定する直系血族（父母，祖父母，養父母等）， 兄弟姉

妹（原則として１８歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は除くものとする。） 及びそれ以外の三親等

内の親族（叔父，叔母等） で家庭裁判所が特別の事情があるとして扶養の義務を負わせた者をい

う。 ただし，児童と世帯を一にしない扶養義務者については，現に児童に対して扶養を履行して

いる者（以下「世帯外扶養義務者」という。） のほかは扶養義務者としての取扱いをしないもの

とする。 

(3)  「所得税額等」とは，所得税法，租税特別措置法，災害被害者に対する租税の減税，徴収猶予等

に関する法律の規定及び平成２３年７月１５日雇児発０７１５第1号厚生労働省雇用均等・児童家

庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制

度に限る。)に係る取扱いについて」によって計算された所得税の額（所得税額の計算にあたって

は，所得税法第７８条第１項（同条第２項第１号，第２号（地方税法第３１４条の７第１項第２号

に規定する寄附金に限る。），第３号（地方税法第３１４条の７第１項第２号に規定する寄附金に

限る。）に規定する寄附金に限る。），第９２条第１項，第９５条第１項，第２項及び第３項，租

税特別措置法第４１条第１項，第２項，第６項及び第２５項，第４１条の２，第４１条の３の２第

１項，第２項，第５項及び第６項，第４１条の１９の２第１項，第４１条の１９の３第１項及び第

３項並びに第４１条の１９の４第１項及び第３項，租税特別措置法の一部を改正する法律（平成１

０年法律第２３号）附則第１２条，所得税法等の一部を改正する法律（平成２５年法律第５号）附

則第５９条第１項，第６０条第１項，所得税法の一部を改正する法律（平成２８年法律第１５号）

附則第７６条第１項，附則第７７条第１項及び第２項，附則第８０条，附則第８１条及び附則第８

２条第１項の規定は適用しない。），地方税法により賦課される市町村民税（ただし，所得割を計

算する場合には，地方税法第３１４条の７，同法３１４条の８，同法附則第５条第３項，第５条の

４第６項及び第５条の４の２第６項の規定は適用しない。）並びに生活保護法による保護及び中国

残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援

に関する法律（平成６年法律第３０号）による支援給付（以下「支援給付」という。）をいう。 

    所得税については，前年分の所得税の課税の有無及びその額，市町村民税については，当該年度 

   の市町村民税の課税又は免除（地方税法第３２３条による免除をいう。以下同じ。）の有無，生活 

保護については，申請時において，生活扶助，医療扶助等の保護を受けている事実，支援給付につ 

いては，支援給付を受けている事実をもって認定の基準とする。 

    なお，前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについて   

は，これが判明するまでの期間は，前々年分の所得税又は前年度の市町村民税によることとする。 

  



  

 （4） 次のアからウまでのいずれかに該当する者については，地方税法第２９２条第１項第１１号に規

定する寡婦又は同項１２号に規定する寡夫とみなし，その者の前年の所得（地方税法第３１３条第

１項に規定する所得の合計額。１月から６月までの利用においては，前々年とする。以下同じ。）

が同法第２９５条の規定に該当するときは，市町村民税非課税として取扱う。 

    また，上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって，市町村民税非課税として取り扱う者以外

の者については，所得割の額を計算する場合には，総所得金額，退職所得金額又は山林所得金額か

ら，ア又はウに該当する場合にあっては２６万円を，イに該当する場合にあっては３０万円を控除

するものとし，所得税の額を計算する場合には，総所得金額，退職所得金額又は山林所得金額から，

ア又はウに該当する場合にあっては２７万円を，イに該当する場合にあっては３５万円を控除する

ものとする。 

ア 婚姻によらないで母となった女子であって，現に婚姻をしていないもののうち，扶養親族その

他その者と生計を一にする子（前年の所得が所得税法第８６条第１項の規定により控除される額

（以下「基礎控除額」という。）以下である子（他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者

を除く。以下同じ。））を有するもの（イに掲げる者を除く。） 

イ アに掲げる者のうち，扶養親族である子を有し，かつ，前年の所得が５００万円以下であるも    

 の 

ウ 婚姻によらないで父となった男子であって，現に婚姻をしていないもののうち，その者と生計

を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である子）を有し，前年の所得が５００万円以下で

あるもの 

  (5) 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は，毎年７月１日を起点として取扱うものとする。 

  

３ 認定の確認方法 

(1) 扶養義務者，児童の属する世帯の構成，世帯外扶養義務者等については，申請書に添付する児童 

福祉法施行細則別記様式第３号による世帯調書（以下「世帯調書」という。）によって把握するも 

のとする。 

    なお，必要な場合は，児童福祉司，社会福祉主事又は児童委員の意見を聴く等により確認するも 

   のとする。 

   (2)  所得税額等については，世帯調書の所得税額等の記載及びそれを証明する関係書類によって判定 

 するものとする。 

  

４  認定方法 

      世帯階層の認定は，扶養義務者について判定された階層区分に基づき行うものとする。 

   (1)  扶養義務者の階層区分の判定 



扶養義務者（世帯外扶養義務者を含む。以下第３の４及び５において同じ。）のすべてについて，  

次により，階層区分の判定を行う。 

      ア  生活保護法による被保護者（生活扶助，医療扶助等の扶助を単給又は併給として受けている    

者をいう。）及び支援給付の受給者は，Ａ階層（以下「ａ」という。）として判定する。 

   イ  ａとして判定される場合を除いて，当該年度において市町村民税非課税の者はＢ階層（以下    

「ｂ」という。）として判定する。ただし，当該年度の市町村民税課税関係が判明していない    

ため，前年度の市町村民税によるときは，前年度の市町村民税が非課税であっても，前年分所    

得税が課税されている場合は，Ｄ階層（以下「ｄ」という。）として判定する。 

      ウ  ａ又はｂとして判定される場合を除いて，前年分所得税が課税されていない者は，Ｃ階層（以

下「ｃ」という。）として判定する。 

     エ  ａ又はｂとして判定される場合を除いて，前年分所得税が課税されている者は，ｄとして判定   

する。 

   (2)  世帯の階層区分の認定 

    児童の扶養義務者の階層区分を児童の属する世帯の階層区分とする。ただし，２つ以上の異なる 

階層の扶養義務者がいる場合は，次の例により認定する。 

    ａとして判定された者が１人以上いる場合はＡ階層として認定し，ａとして判定された者がいな 

   い場合でｄとして判定された者が１人以上いるときはＤ階層として認定し，ａ又はｄとして判定さ 

   れた者がいない場合でｃとして判定された者が１人以上いるときはＣ階層として認定する。 

  

５ 世帯階層の細区分 

世帯階層が，Ｃ階層及びＤ階層である場合は，次により世帯階層の細区分を行い，細区分された階 

層を児童の属する世帯の階層とする。 

   (1)  Ｃ階層については，ｃとして判定された扶養義務者の市町村民税課税状況（均等割のみか，所得 

   割も課せられているかの状況）により，次のとおりＣ１ 階層又はＣ２階層に細区分を行う。ただし， 

ｃとして判定された扶養義務者が２人以上いて，それぞれＣ１ 階層及びＣ２ 階層に細区分される場 

合，Ｃ２ 階層として認定する。 

      ア  ｃとして判定された扶養義務者の市町村民税が，均等割のみ課税されている場合 

 ・・・・・・・・ Ｃ１ 階層 

      イ  ｃとして判定された扶養義務者の市町村民税が，均等割及び所得割を課税されている場合 

        ・・・・・・・・ Ｃ２ 階層 

   (2)  Ｄ階層については，ｄとして判定された扶養義務者の所得税額に応じて別表のとおり細区分を行 

うものとする。この場合において，所得税を課せられている扶養義務者が，児童の属する世帯内に 

２人以上いるときは，それぞれの扶養義務者の所得税額を合算した額をもって，その世帯の所得税 

額とする。 



  

６  再認定 

     療育医療給付の給付継続中に，認定の基礎となる扶養義務者の所得税額等に変動が生じた場合は,次

のとおり再認定を行うものとする。再認定を行った場合には，別記様式第１号により申請者に通知す

るものとする。 

  (1)  扶養義務者，児童の属する世帯構成等の変動の有無についての調査確認は，申請者の申出を待っ 

て行うものとし，変動が生じた場合については，変動が生じた日の属する月の翌月から適用するも 

のとする。 

  (2)  所得税額等の変動の有無についての調査確認は，Ａ階層については，各月の初日に行うものとし， 

Ｂ階層，Ｃ階層及びＤ階層については，毎年７月１日を起点として見直しを行うものとする。 

  (3) 所得税額については，１月から６月までの間は，既に前年の課税額が確定している場合であって 

も，前々年の課税額でよいこととする。 

  (4) 市町村民税にかかる当該年度の課税額の適用時期は，７月１日から翌年の６月３０日までとする。 

 

第４  徴収 

  徴収は，原則として児童の属する世帯の扶養義務者に対して行い，その世帯に扶養義務者がない場合 

のみ世帯外扶養義務者に対して行うものとする。 

  徴収月額は，新潟市財務規則（昭和３９年新潟市規則第１２号。以下「財務規則」という。）に従い， 

納入通知書を発行し，これを徴収するものとする。この場合において，当該児童の扶養義務者に対し， 

当該医療の給付に要した費用額も併せて通知する。 

  

第５  実施の時期等 

  この要領は，平成８年４月１日から適用する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要領は，平成１６年４月１日から施行する。 

（被保護世帯等に関する特例） 

２ 平成２５年７月３１日において現に生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けて

いる者の属する世帯（以下この項において「被保護世帯等」という。）であって，平成２５年厚生労働

省告示第１７４号による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）に

規定する基準により算定したならば同日後も被保護世帯等であった世帯に係る別表の規定の適用につ

いては，平成２５年８月１日から平成２６年３月３１日までの間は，当該世帯を被保護世帯等とみなす。 



３ 平成２６年３月３１日において現に生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定による支援給付を受けて

いる者の属する世帯（以下この項において「被保護世帯等」という。）であって，平成２６年厚生労働

省告示第１３６号による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号）に

規定する基準により算定したならば同日後も被保護世帯等であった世帯に係る別表の規定の適用につ

いては，平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの間は，当該世帯を被保護世帯等とみなす。 

４ 平成２７年３月３１日において現に生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）又は中国残留

邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律の規定による支援給付を受けている者の属する世帯（以下この項において「被保護世帯等」という。）

であって，平成２７年厚生労働省告示第２２７号による改正前の生活保護法による保護の基準（昭和３

８年厚生省告示第１５８号）に規定する基準により算定したならば同日後も被保護世帯等であった世帯

に係る別表の規定の適用については，平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間は，当該

世帯を被保護世帯等とみなす。 

５ 令和元年９月３０日において現に生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法

律の規定による支援給付を受けている者の属する世帯（以下この項において「被保護世帯等」という。）

であって，平成３０年厚生労働省告示第３１７号による改正前の生活保護法による保護の基準に規定す

る基準により算定したならば同日後も被保護世帯等であった世帯に係る別表２の規定の適用について

は，令和元年１０月１日から令和２年３月３１日までの間は，当該世帯を被保護世帯等とみなす。 

 

  附 則 

 この要領は，平成１８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は，平成１８年１０月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２０年７月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２４年１月１日から施行する。 



附 則 

 この要領は，平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は，平成２５年８月１日から施行する。 

  附 則 

 １ この要領は公布の日から施行する。 

 ２ 療育医療の給付に係る負担金の算定方法に関する改正については平成２６年４月１日から，中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の題名の改正による改正に

ついては，平成２６年１０月１日から適用する。 

  附 則 

 この要領は，平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は，平成２８年６月１５日から施行する。 

  附 則 

 この要領は，平成２９年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この要領は，平成３０年７月１日から実施する。 

  附 則 

 この要領は，令和元年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別記様式第１号 

 

第      号 

年  月  日 

 

             様 

 

 

新潟市長   印 

 

 

療 育 医 療 自 己 負 担 額 変 更 通 知 書 

 

  療育医療にかかる自己負担額を下記のとおり変更しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

   

 

 

 

 

 

適  用        年   月   日  から 

   

 

変更理由 

 

 

 

受給者番号 受療者氏名 

変 更 後 変 更 前 

階層 

区分 

自己負担額（円） 階層 

区分 

自己負担額（円） 

入 院 入 院 

 

 

 

     



徴 収 基 準 額 表 
 

 

階 層 

区 分 

 

世 帯 の 階 層 （ 細 ） 区 分                 

 

療 育 の 給 付 

徴収基準 
月  額 

加算基準 
月  額 

Ａ階層 

生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等 
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者 
の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 

    

0 円  

 

0 円 

Ｂ階層 市町村民税非課税世帯 2,200 円 220 円  

Ｃ階層 

所得税非課税世帯で 

あって市町村民税の 

均等割，所得割によ 

る区分 

  市町村民税の均等割のみ 
課税世帯 Ｃ1 階層 4,500 円  450 円 

市町村民税の所得割課税世帯 Ｃ2 階層 5,800 円 580 円 

Ｄ階層 

所得税課税世帯の 

所得税による区分 

 

 

 

所得税の年額        

2,400 円以下 

2,401 ～     4,800 円 

4,801 ～     8,400 円 

8,401 ～    12,000 円 

12,001 ～    16,200 円 

16,201 ～     21,000 円 

21,001 ～    46,200 円 

46,201 ～    60,000 円 

60,001 ～    78,000 円 

78,001 ～   100,500 円 

100,501 ～   190,000 円 

190,001 ～   299,500 円 

299,501 ～   831,900 円 

831,901 ～ 1,467,000 円 

1,467,001 ～ 1,632,000 円 

1,632,001 ～ 2,302,900 円 

2,302,901 ～ 3,117,000 円 

3,117,001 ～ 4,173,000 円 

4,173,001 円以上 

 

 

Ｄ1 階層 

Ｄ2 階層 

Ｄ3 階層 

Ｄ4 階層 

Ｄ5 階層 

Ｄ6 階層 

Ｄ7 階層 

Ｄ8 階層 

Ｄ9 階層 

Ｄ10 階層 

Ｄ11 階層 

Ｄ12 階層 

Ｄ13 階層 

Ｄ14 階層 

Ｄ15 階層 

Ｄ16 階層 

Ｄ17 階層 

Ｄ18 階層 

Ｄ19 階層 

 

6,900 円 

7,600 円 

8,500 円 

9,400 円 

11,000 円 

12,500 円 

16,200 円 

18,700 円 

23,100 円 

27,500 円 

35,700 円 

44,000 円 

52,300 円 

80,700 円 

85,000 円 

102,900 円 

122,500 円 

143,800 円 

全額 

 

 

690 円 

760 円 

850 円 

940 円 

1,100 円 

1,250 円 

1,620 円 

1,870 円 

2,310 円 

2,750 円 

3,570 円 

4,400 円 

5,230 円 

8,070 円 

8,500 円 

10,290 円 

12,250 円 

14,380 円 

左の徴収基準月額の10% 

ただし，その額が 

17,120円に満たない場

合は17,120円 

 

備 考 

１ 徴収基準月額欄に「全額」とあるのは，当該児童の措置に要した費用について，市長が 

徴収する額は，市長の支弁すべき額又は費用総額から，医療保険各法及び感染症の予防及 

び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた額をこえないもので 

あること。 

２ 徴収金基準額の特例 

災害等により，前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には，その状況等 

を勘案して実情に即した弾力性のある取り扱いをして差し支えないものとする。 

 

別 表 


